
別紙（その１） 

 

地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を

定める件（案） 

 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十九条の十二第一項第六

号の規定に基づき、地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構

造方法を次のように定める。 

建築基準法施行令（以下「令」という。）第百二十九条の十二第一項第六号に規定する地

震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法は、エスカレー

ターが床又は地盤に自立する構造である場合その他地震その他の震動によって脱落するお

それがないことが明らかである場合を除き、次のいずれかの構造方法又はこれらと同等以

上の効力を有する方法によるものとする。 

 
第一 次に定めるところによる構造方法 
一 一の建築物の部分（令第八十一条第四項に規定する建築物の部分を除く。）に設け

るものとすること。 
二 エスカレーターのトラス又ははり（以下「トラス等」という。）を支持する構造は、

トラス等の一端を支持部材を介して建築物のはり等に堅固に固定し、他端の支持部

材を建築物のはり等の上にトラス等がしゅう動可能な状態（以下「一端固定」とい

う。）で設置したもの又はトラス等の両端の支持部材を建築物のはりその他の堅固な

部分（以下「はり等」という。）の上にトラス等がしゅう動可能な状態（以下「両端

非固定」という。）で設置したものであること。 

三 トラス等がしゅう動可能な状態で設置する部分（両端非固定の場合にあっては、

両端の部分。以下「非固定部分」という。）において、建築物のはり等と支持部材の

接した部分のエスカレーターの長辺方向（以下単に「長辺方向」という。）の水平距

離（以下この号において「かかり代長さ」という。）及び支持部材が長辺方向にしゅ

う動可能な水平距離（以下「隙間」という。）が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ

てそれぞれ定める式に適合するものであること。 

イ 一端固定の場合 
Ｂ≧γ・Ｈ＋２０（Ｃ＞γ・Ｈの場合） 
≧２γ・Ｈ－Ｃ＋２０（Ｃ≦γ・Ｈの場合） 
 

   ロ 両端非固定の場合 
   Ｂ≧γ・Ｈ＋Ｄ＋２０（Ｃ＋Ｄ＞γ・Ｈの場合） 

≧２γ・Ｈ－Ｃ＋２０（Ｃ＋Ｄ≦γ・Ｈの場合） 



          
    Ｂ：かかり代長さ（単位 ミリメートル） 
    γ：エスカレーターが設置される建築物の層間変形角 
    Ｈ：エスカレーターの揚程（単位 ミリメートル） 

Ｃ：隙間（単位 ミリメートル） 
Ｄ：他端の隙間（単位 ミリメートル）   

四 前号の層間変形角は次のいずれかによるものとする。 
  イ 令第八十二条の二によって算出した層間変形角の値の五．〇倍（その数値が百

分の一に満たない場合にあっては、百分の一）以上又は二十四分の一以上とする

こと。 
  ロ 鉄筋コンクリート造の建築物であって、令第八十一条第三項又は昭和五十五年

建設省告示第千七百九十一号に規定する構造計算によって安全性が確かめられた

ものに設置されたエスカレーターにあっては、百分の一以上とすること。 
  ハ 地震力の大部分を筋かいで負担する架構を有する鉄骨造の建築物であって、令

第八十一条第三項の構造計算によって安全性が確かめられたものに設置されたエ

スカレーターにあっては、百分の一以上とすること。 
  ニ 特別な調査又は研究の結果に基づき地震時における層間変形角を算出すること

ができる場合においては、百分の一を下限として当該算出した値以上とすること。 
五 前号の層間変形角による長辺方向の層間変位（以下単に「層間変位」という。）に

よって、エスカレーターのトラス等と建築物のはり等との間に圧縮力が生じないよ

うにすること。ただし、実験によって当該圧縮力によりエスカレーターのトラス等

に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。 
六 非固定部分は、地震時における長辺方向及び建築物のはり等と支持部材の接した

部分の短辺方向の層間変位に対して支障なくしゅう動できるようにすること。 
七 トラス等の一端を支持部材を介して建築物のはり等に堅固に固定する部分（以下

「固定部分」という。）は、地震時において、次の式の地震力による水平荷重又は第

五号ただし書における圧縮力が加わった場合に破断又は著しい変形を生じないもの

であること。 

 

Ｓ＝ＺＫｈ（Ｇ＋Ｐ）＋μ（１＋ＺＫｖ）・Ｒ 

この式において、Ｓ、Ｚ、Ｋｈ、Ｋｖ、Ｇ、ＰＲ及びμは、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

Ｓ 地震力により固定部分にかかる水平荷重（単位 ニュートン） 

Ｚ 昭和五十五年建設省告示第千七百九十三号第一に規定する地域係数 

Ｋｈ 設計用水平標準震度 

Ｋｖ 設計用上下標準震度 



Ｇ エスカレーターの固定荷重（単位 ニュートン） 

Ｐ 令第百二十九条の十二第三項に規定するエスカレーターの踏段の積載荷

重。ただし、エスカレーターの積載荷重は地震その他の振動によって人又

は物から踏段に作用する力の影響に基づいた数値とすることができる。（単

位 ニュートン） 

Ｒ エスカレーターの固定荷重及び積載荷重により、固定部分と反対側の支

持ばり等に作用する鉛直荷重（単位 ニュートン） 

μ 支持部材と建築物のはりとの摩擦係数 

  設計用水平標準震度Ｋｈ及び設計用上下標準震度Ｋｖは、エスカレーターの下端の設

置位置に応じ、次の表に掲げる数値とする。 

エスカレーターの下端の設置位置 設計用水平標準震度Ｋｈ 設計用上下標準震度Ｋｖ 
地階部分及びその直上階 ０．４ ０．２ 
地階部分及び直上階並びに上層階

以外の階 

０．６ ０．３ 

上層階 １．０ ０．５ 

 
第二 次に定めるところによる構造方法 

一 第一第二号の規定に適合すること。 
二 非固定部分は、第一第三号に適合すること。この場合において、層間変形角は百分

の一以上とするものとすること。 

三 第一第五号から第七号までの規定に適合すること。 
四 エスカレーターの非固定部分の端部の支持部材が建築物のはり等から外れた場合に、

エスカレーターが脱落しないよう支持する措置（以下「脱落防止措置」という。）を講

じること。 
五 脱落防止措置に用いるエスカレーターの支持部材は、次に定めるものとすること。 
イ エスカレーターの回転を防止するために必要な措置を講じる場合を除き、エスカ

レーターに生じる固定荷重及び積載荷重により、エスカレーターが回転しないよう

に釣り合い良く配置すること。 
ロ エスカレーターの固定荷重及び積載荷重を支持する強度を有することが確かめら

れたものとし、エスカレーターの端部の支持部材が建築物のはり等から外れた場合

に、エスカレーターが落下せずに支持できるものとすること。 
ハ 地震時における長辺方向の層間変位に対して支障なく支持できるものとすること。

この場合において、脱落防止措置におけるエスカレーターの支持部材をトラス等が長

辺方向にしゅう動可能な状態で設置する場合は、トラス等がしゅう動可能な長辺方向

の水平距離（以下この号において「脱落防止措置のかかり代長さ」という。）及び隙

間が、次の場合に応じてそれぞれ定める式に適合するものであること。 



  （１） 一端固定の場合 
 Ｂ=γ・Ｈ１+２０（C＞γ・H の場合） 

=γ・Ｈ１+２０＋γ・H－C（C≦γ・H の場合） 
     
   Ｂ：脱落防止措置のかかり代長さ（単位 ミリメートル） 
   γ：エスカレーターが設置される建築物の層間変形角（第一第四号に規定する層間

変形角の値とする。） 
 Ｈ：エスカレーターの揚程（単位 ミリメートル） 

   Ｈ１：脱落防止措置の支持部材の設置された部分から固定部分までの揚程（単位 ミ   
リメートル） 

 C：隙間（単位 ミリメートル） 
 
（２） 両端非固定の場合 
 Ｂ=γ・Ｈ１+２０＋Ｍ（E＞γ・H の場合） 

=γ・Ｈ１+２０＋γ・H－E＋Ｍ（E≦γ・H の場合） 
     
   Ｂ：脱落防止措置のかかり代長さ（単位 ミリメートル） 
   γ：エスカレーターが設置される建築物の層間変形角（第一第四号に規定する層間

変形角の値とする。） 
 Ｈ：エスカレーターの揚程（単位 ミリメートル） 

   Ｈ１：脱落防止措置の支持部材の設置された部分から固定部分までの揚程（単位 ミ   
リメートル） 

E：隙間の和 
Ｍ：隙間のうち大きい方の値（単位 ミリメートル） 

      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


